
貴重品管理に関する誓約書 
 

新越谷病院 院長殿 

 

 

入院生活で必要とする補助具（眼鏡（コンタクトレンズ含む）・義歯・補聴器）は 

原則ご自身で管理して頂きます。 

併せて、貴重品類も原則、ご自身で管理して頂きます。入院生活には必要ではないものは 

お持ち帰り頂きますよう、ご協力をお願い致します。 

 

1．破損や紛失の可能性がある為、病衣のポケットでの一時保管には十分ご注意ください。 

 

2．ティッシュやハンカチに包まず、必ず専用の容器で保管して下さい。 

 

3．病状により職員が補助具の装着・脱着・洗浄・収納をお手伝いいたしますが、 

  故意または過失による破損以外の賠償責任を負いかねます。 

 

 

 

以上、誓約いたします。 

 

 

   年   月   日 

                 患者氏名                              

 

 代筆者名                              

 

                       ご本人との関係（              ） 

 

 

 

 

医療法人財団明理会 新越谷病院 


